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　従業員を雇い入れる際、「雇用契約書」や「労
働条件通知書」等の書面を作成していますか？

【書面の交付による明示義務事項】

①労働契約の期間
②有期労働契約において更新する場合の基準
③就業の場所・従事する業務の内容
④始業・終業時刻、所定労働時間を超える労働の
有無、休憩時間、休日、休暇、交代制勤務をさ
せる場合の就業時転換に関する事項
⑤賃金（退職手当および臨時に支払われる賃金を
除く）の決定、計算・支払の方法、賃金の締切
り、支払の時期に関する事項
⑥退職に関する事項（解雇事由を含む）
※パートタイマー（短時間労働者）の雇入れ
時には、①～⑥の事項に加えて「昇給の有
無」「退職手当の有無」「賞与の有無」「相
談窓口」の４つの事項を書面の交付（労働
者が希望した場合は電子メールやFAXで
も可）により明示することが義務付けされ
ています。

　また、使用者から労働者に対する一方的な通知
書の形をとるよりも、労使双方が合意のうえ、記
名（または署名）・捺印した契約書の形をとる方
が望ましいです。
　労働条件通知書のひな形は、厚生労働省のHP
よりダウンロードできます。

《限定正社員》

　職種、勤務地、勤務時間を限定するなど労働条
件に制限を設けて働く「限定正社員」が増えてい
ますが、雇用契約締結の際、何をどの程度限定す
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るのかを明確にすることが、後のトラブル防止に
つながります。

《有期労働契約から無期労働契約へ転換》

　労働契約法の改正により、平成25年４月から、
有期労働契約の無期転換ルールが導入されていま
す。これは、有期労働契約の労働者の雇用の安定
を目的として、同一の使用者との有期労働契約が
繰り返し更新されて通算５年を超えた場合は、労
働者の申込みにより、無期労働契約に転換できる
というもので、無期転換後も、別段の定めのない
限り、直前の有期契約時と同一の労働条件となり
ます。
①正社員と契約社員とでは、労働条件に差がある
ことが多く、「無期契約社員」等、雇用する社
員区分を明確にしましょう。
②定年制・雇用継続制度がある場合、無期契約労
働者にも、通常は正社員と同様に適用されます
ので、明示が必要となります。
③就業規則が複数ある場合などは、適用される具
体的な就業規則名を記載します。
④契約社員が短時間労働者でもある場合は、パー
トタイム労働法が適用されますので、上記※の
４つの事項について文書による明示が必要で
す。

《最後に》

　「法令（強行法規）＞労働協約＞就業規則＞労
働契約」といった優先順位があり、基本的には労
働者に有利になるように取り扱われる傾向があり
ます。就業規則と労働契約の内容に食い違いがな
いようにしましょう。

『労働条件通知書でトラブル予防を』

（今回の担当：医療労務管理アドバイザー　西山理一　社会保険労務士）




